
2022年2月パブリックコメント実施資料第二次日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画の概要
～日野市移動等円滑化促進方針～ ～第三次日野市バリアフリー基本構想～

１ 改定の主旨

２ 現状

①重点整備地区は7地区：日野・豊田・高幡不動・百草園・南平・平山城址公園の駅及び市役所周辺

(※別図に地区一覧あり)

②旧計画による実施状況

●特定事業の進捗率が高い地区は、「高幡不動駅周辺地区」で80.6％、「日野駅周辺地区」が

71.3％、「豊田駅周辺地区」「百草園駅周辺地区」が61.5％と続き、もっとも進捗率が低い地

区は「日野市役所周辺地区」で50.0％となっており、７地区合計の進捗率の平均は65.6％

●特定事業別の進捗率では道路特定事業が５４．３％、都市公園特定事業が０％

③市民意識調査からみる市民の意識

『公共施設等のＢＦ,ＵＤ化が進んでいるか』👉肯定的意見25％のみで推進が必要

『駅やその周辺のBF化が充実しているか』👉同上

④障害者福祉ひの6か年プランによるアンケート

道路や公共交通機関のBF化は6割が“改善した”と感じている一方、学校施設のバリア解消や

公園等の遊び場の充実のように、身近な施設のバリア解消が求められている

３ 旧計画の取組概要

①道路特定事業 ：整備延長 約15,000m(交通ＢＦ基本構想から換算して)【進捗率54.3％】

平山城址公園駅前広場の点字ﾌﾞﾛｯｸを連続整備(京王電鉄)

②交通安全特定事業：15交差点に音響式信号設置【進捗率96.3%】

③公共交通特定事業：平山城址公園駅の券売機に蹴込み整備

バス ノンステップ車両100％

ワゴンタクシーの車体に路線をサイン表示し判別性向上

④建築物特定事業 ：相当数の高齢者や障害者等が利用する施設の改修【進捗率 70.４%】

４ 目指すまちの姿

だれもが自らの意思で自由に行動し、人生を楽しみながら希望をもって暮らせるまち

５ 基本目標

① 安心して上を向いて歩けるまち ～移動のＵＤ化～

② 人・地域・つながりを育むまち ～施設利用のＵＤ化～

③ ハード(空間)・ソフト(仕組み・制度)・ハート(教育・啓発)が連携するまち

※旧計画から継続

※旧計画から継続

６ 本計画による取り組み概要

①ＢＦ法への対応：日野市移動等円滑化促進方針の設定👉基本目標と同一

移動等円滑化促進地区の設定👉既存の重点整備地区に重ねる

②道路特定事業 ：旧計画事業の継続、南平体育館までの歩行環境向上

現地調査結果により個別に必要と考えられる事業を追加 (交差点に点字ブロックなど)

【豊田地区】 市道Ｇ60(西友と富士電機の間)にカラー舗装、国道日野ＢＰ延伸に点字ﾌﾞﾛｯｸ設置

【平山城址公園地区】 市道Ｋ68（駅前通り）の波打ち歩道の解消、点字ﾌﾞﾛｯｸ設置

【南平地区】 体育館までの歩行空間確保

【市役所地区】 幹Ⅱ48（公園との間の道路）横断歩道部の擦り付け勾配の緩和

市役所側の歩道拡幅の検討

③交通安全特定事業：既存信号機の改良、条件が整った場合の音響式信号機の新設

④公共交通特定事業：駅へのホームドアの整備推進または検討、エレベーターや優先席の適正利用啓発

バス スロープの設置練習、車外アナウンスの徹底、優先席の適正利用啓発

タクシー(※今回新規追加) UDタクシーの導入推進

⑤都市公園特定事業：旧計画事業の継続、中央公園にインクルーシブ遊具の設置

⑥建築物特定事業 ：【公共施設】

トイレの“だれでも”の表記をなくし、個別機能をピクトグラム(絵文字)で表示

市内小・中学校のバリアフリー化に向け実態を精査し、計画的に整備

【民間施設】

筆談器の設置、上記同様のトイレ整備

施設のＢＦ情報を各社ＨＰへ掲載し、『とうきょうユニバーサルデザインナビ』へリンク

※民間の既存施設の改修を促す市の支援策の検討

⑦教育啓発特定事業：※新たな制度

⑧情報バリアフリー ：バリアフリー情報をまとめて提供できる体制の構築【バリアフリーマップ】
わかりやすい案内標識・ピクトグラムの推進

①主旨 ：旧計画の計画期間が満了に伴い、ＢＦ法の改正に対応させ、ユニバーサルデザインのまち

づくりを継続して実施していくもの。かつ施設の立地に合わせ重点整備地区を一部拡大

②計画期間：10年間 Ｒ4(2022)年度～R13(2031)年度

※ＵＤ：ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ

※ＢＦ：ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

事業者 事業内容

福祉政策課 地域共生社会の推進に向けた、意識啓発活動の実施

障害福祉課 市民を対象とした障害理解の機会を創出

学校課 小中学生を対象とした障害者理解教育を推進

都市計画課
障害者用トイレや駐車場の適正利用の広報啓発

市内のバリアフリー情報をまとめて分かりやすく提供

※特定事業とは：高齢者や障害者等がより快適に公共交通機関で“移動”したり、
施設を“利用”できるようにする具体的な取り組み 【実施者は各施設管理者】

インクルーシブ遊具 UDタクシー


